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・「国民健康保険高齢受給者証」について（70歳以

上の方）

　平成18年8月1日から新しい受給者証となります。

有効期限は1年間です。7月末に、配達記録つきの郵

便で対象者の皆さんにお送りしました。

・「老人保健法医療受給者証」について（75歳以上

の方）

　負担割合が変更となった方には、新しい受給者証

と交換いただきますようハガキでお知らせしました。

特に有効期限はありません。

・「基準収入額適用申請書」

　対象の方には、申請書をお送りしてあります。

・「国民健康保険標準負担額減額認定証」

・「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」

・「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」

　交付対象となる方には、更新のお知らせをお送り

してあります。

　また、平成17年度の住民税非課税世帯の方は交付

対象となります。

　手続きがまだお済みでない方は、印鑑をご持参の

うえ、役場住民課へお越しください。
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児童虐待防止推進月間（～30日）

　文化の日
第43回町音楽会（観光会館）
■+休日当番医　後藤耳鼻咽喉科クリニック（62-8777）

スポーツ・レクリエーション・フェスティバル9：00～（湯河原小学校）
■+休日当番医　五十子内科医院（62-3475）

年末調整説明会13：30～16：00（商工会館）

健康相談・栄養相談9：30～11：30（保健センター）
　対象：町民の方

立冬
育児教室（かるがも）9：30～11：30（保健センター）
　対象：乳幼児

119番の日　秋の全国火災予防運動（～15日）
３歳６か月児健康診査13：00～13：15（保健センター）
　対象：Ｈ16.４月生

心配ごと行政相談13：00～16：00（宮下会館）

■+休日当番医　湯河原胃腸病院（62-7181）
※変更になりました

２歳児歯科検診13：30～14：00（保健センター）
　対象：Ｈ17.10.1～Ｈ17.11.30生（歯ブラシ持参）
補装具巡回更生相談13：00～14：00（小田原市保健センター）

育児相談9：30～11：30（保健センター）
　対象：乳幼児
融資相談10：00～16：00（商工会館）

あゆみの会10：00～11：30（保健センター）
法律相談10：00～12：00（商工会館）予約制
マタニティクラス①13：30～16：00（保健センター）
　対象：妊娠中の方

七五三

１歳６か月児健康診査13：30～14：00（保健センター）対象：H18年４月生
“湯の里ゆがわら”東洋蘭展示大会9：00～17：00（観光会館）～18日
自然科学教室「親子天体観察会」18：50～（湯河原中学校）申込制
労働相談13：30～16：30（役場第１庁舎）
雇用・求職相談10：00～16：00（商工会館）

町民大学14：00～（図書館）
地域会館事業「木の実で作るかざりとクリスマスツリー」
　9：30～12：00（文化福祉会館）申込制

『家庭の日』
■+休日当番医　山口外科医院（62-7131）
※変更になりました

交通安全総ぐるみ大会16：00～17：00（観光会館）
心配ごと行政相談13：00～16：00（文化福祉会館）
融資相談10：00～16：00（商工会館）

あゆみの会10：00～11：30（保健センター）

　勤労感謝の日
「もみじの郷とお茶室」～12月9日
■+休日当番医　こまつクリニック（60-1415）
※変更になりました

湯河原文学賞俳句の部表彰式14：30～（観光会館）

角野栄子さん講演会「小さな物語の大きな世界」
　13：30～15：30（役場分庁舎）
■+休日当番医　中川整形外科医院（63-5620）

１歳児歯科教室9：20～9：30（保健センター）
　対象：Ｈ18.9.1～Ｈ18.10.31生（歯ブラシ持参）

健康相談・栄養相談9：30～11：30（保健センター）
　対象：町民の方
４か月児健康診査13：15～13：30（保健センター）
　対象：Ｈ19.７月生

あゆみの会10：00～13：00（保健センター）
マタニティクラス②13：30～16：00（保健センター）対象：妊娠中の方
税務相談13：00～16：00（商工会館）予約制
法律相談13：00～16：00（商工会館）予約制

離乳食講習会9：40～12：00（保健センター）申込制
　対象：離乳期の子どもを持つ親またはその家族

※休日当番医は、医師の都合により変更する場合があります。


